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●基本方針１ 支え合いによる福祉のまちづくりの推進 

１）市民の意見 

No. 市民と委員の意見の方向 反映した施策 

17 誰もが安心して暮らせる支え合いのまちづくり 
◎地域の支え合いによる福祉のま

ちづくりの推進 

18 高齢者の社会参画・交流の促進 
◎高齢者の生きがいづくり 

19 高齢者の福祉の推進 

20 高齢者の生活支援の充実 ◎高齢者福祉サービスの充実 

21 高齢者の介護の充実 ◎介護保険事業の充実 

22 
心のバリアフリー、ノーマライゼーションのまち

づくり 
◎障がい者福祉の充実 

23 誰もが安心して自立的に生活できる支援の充実 ◎市民生活の安定と自立の促進 
 

２）基本方針 

少子高齢化や核家族化の進行、市民意識の変化、地域コミュニティの希薄化等によ

り、地域社会のつながりや相互扶助の機能低下、孤独死、虐待、ひきこもり等の社会

問題が顕在化しています。一方で、従来からの民生委員・児童委員や社会福祉協議会

等による支援が継続して行われており、近年ではＮＰＯやボランティア団体等による

支援活動が大きな役割を果たしています。誰もが安心して地域生活を送ることができ

るように、「心のバリアフリー」の意識の醸成を図るとともに、地域の支え合いによっ

て安心できるまちづくりを進めます。 

高齢化が急激に進む中、高齢者が地域で自立して暮らし続けるための福祉サービス

や介護保険事業の充実、市民一人一人が自らの健康の維持増進に取り組むための支援

が課題となっており、きめ細かな対応が求められています。加えて、元気な高齢者の

社会参画や生きがいづくり等を促進させ、社会保障費の増大を抑制していく視点も重

要です。 

障がい者の自立した日常生活と社会参加を促進させるために、公共空間等、情報面

や物理面、制度面、心理面等様々な分野における障がい（バリア）を取り除くととも

に、誰もが使いやすい環境づくり（ユニバーサルデザイン※１）を推進します。また、

市民一人一人が障がいを自分自身の問題として捉え、お互いに支え合う意識の醸成と

実践を促進します。 

市民の誰もが不測の事態に対応できるように、社会的な保護が得られる環境の充実

を図る必要があります。特に、社会的な変化が大きく、景気の先行きが不透明な状況

においては、低所得による生活困窮者の福祉の充実と自立支援が重要な課題となって

いることから、生活保護世帯への就労支援の一層の推進や、適正な給付を行います。 
 

 

                                                   
※１ユニバーサルデザイン…障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が利用しやすいように都市
や生活環境をデザインする考え方のこと。 

基本目標２ 生き生きと健やかに暮らせる都市 
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３）施策の体系   

基本方針 施 策 主な事業 

■支え合いによる

福祉のまちづく

りの推進 

 

◎地域の支え合い

による福祉のま

ちづくりの推進 

・地区社会福祉協議会活動の推進 

・地域福祉の推進 

・福祉のまちづくり運動の推進 

・福祉のまちづくり講座の開催 

・孤立死防止対策の推進 

・総合福祉会館の活用 

◎高齢者の生きが

いづくり 

・コミュニティ活動の推進 

・シルバー人材センターの充実 

・雇用促進奨励金の交付 

・市民の学習活動への環境整備 

・新たな老人福祉センターの整備 

◎高齢者福祉サー

ビスの充実 

・介護職員の確保対策の推進 

・高齢者福祉サービスの適切な提供 

・買物弱者対策 

◎介護保険事業の

充実 

・市民への介護情報の提供強化 

・在宅サービスの適切な提供 

・介護サービスの適切な提供 

・介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

・地域包括支援センターの設置及び運営 

・在宅医療、介護連携の推進 

・認知症高齢者に係る施策の推進 

・介護保険制度の円滑な運営 

・野田市虐待防止条例の制定及び虐待防止対策の推進 

◎障がい者福祉の

充実 

・障がい者相談支援事業 

・自立生活の支援 

・雇用促進奨励金の交付 

・障がい者職場実習奨励金の支給 

・施設整備・利用の促進  

・障がい特性の理解促進 

・社会参加の促進 

・障がい福祉サービス（介護給付） 

・各種補助・手当の支給 

・社会福祉法人への支援 

・障がい児支援の充実 

・障がい福祉サービス（訓練等給付） 

・野田市虐待防止条例の制定及び虐待防止対策の推進 

◎市民生活の安定

と自立の促進 
・生活困窮者の生活安定と自立の促進 

 

４）施策の内容 

◎地域の支え合いによる福祉のまちづくりの推進 

高齢化が急激に進む中で、高齢者や障がい者を取り巻く環境は更に厳しい状況とな

ることが予想されるため、市民一人一人が、それぞれの生き方を尊重し、年齢や障が

いのあるなしにかかわらず、誰もが住み慣れたまちで、地域と関わりながら、充実し

た生活を送ることができるよう配慮していくことが重要となります。 

特に近年は、地域の結び付きが希薄化しており、地域で孤立することなく見守られ、



  

46 

 

地域とつながりを持ちながら暮らしていけること、また、ひとり暮らしの高齢者ばか

りでなく、制度の隙間に取り残されている人も含め、何らかの課題を抱えている人々

を発見し、地域社会の中に受け入れ、支援していくことが重要です。 

そのため、市民や行政、地域がそれぞれの役割の中で、人格と個性を尊重し合いな

がら、誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう、福祉の分野にとど

まることなく、様々な分野が関わる横断的な取組による地域共生社会の実現へ向けて、

重層的支援体制を整備するとともに、高齢者や障がい者等に配慮したやさしいまちづ

くりを推進します。 

また、地域における福祉活動を充実するためには、市内全域で組織された地区社会

福祉協議会や自治会、ＮＰＯ・ボランティア活動等を始めとした市民の幅広い協働※１

が重要であることから、啓発事業のみならず福祉のまちづくりを推進する人材育成を

図り、あらゆる世代が福祉を取り巻く様々な問題を共通の課題として認識し、世代を

超えた信頼関係の中で、それぞれの分野・立場に応じた役割を担い、相互に連携し、

地域ぐるみの取組を行います。 

さらに、社会福祉協議会の機能強化を図りつつ、総合的な福祉活動の拠点としての

総合福祉会館の積極的な利用促進とともに、市民自らの取組も含めた多様な福祉活動

の充実・強化を図ります。 
 
【主な事業】 

・地区社会福祉協議会活動の推進 

・地域福祉の推進 

・福祉のまちづくり運動の推進 

・福祉のまちづくり講座の開催 

・孤立死防止対策の推進 

・総合福祉会館の活用 

 

【関連する野田市の計画】 

・野田市地域福祉計画 
 

【市民等に期待される役割】 

・地区社会福祉協議会の地域福祉活動への理解と積極的な参加 
 

◎高齢者の生きがいづくり 

高齢化が急速に進む中、高齢者の生きがいづくりの推進は、社会参加を通して閉じ

籠もりの防止、健康づくり、地域貢献につながるなど、高齢者のみならず、地域社会

や住民にとっても重要な施策であることから、コミュニティ活動の場の確保や支援、

雇用の確保等に努めてきました。 

新型コロナウイルス感染症により、今後は「新しい生活様式」を日常生活に取り入

れながら高齢者の増加や意識の多様化に対応し、高齢者と社会とのつながりを確保す

るための施策を展開する必要があります。 

このため、高齢者が日常的に利用可能な交流・生きがいづくりの拠点を整備すると

                                                   
※１協働…住民、企業、行政などが各々の目的の実現に当たり、共通する取組や事業について対等な立場で役割や責任
などを分担し、協力して推進すること。 
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ともに、デジタル社会の変化に取り残されることがないよう高齢者が安全にインター

ネットを利用し、安心して日常生活を送るための施策の推進を図ります。 

また、少子高齢化が急速に進展し、人口減少や社会保障制度が見直される中で、経

済社会の活力を維持するため、働く意欲のある高齢者がその能力を十分に発揮できる

よう、生涯現役社会の実現に向けた就労支援を推進します。 

さらに、高齢者が地域社会で生き生きと暮らすことができるよう、「新しい生活様式」

を取り入れながら、ボランティア活動等を通じた市民協働の仕組みづくり等を推進し

ます。 
 

【主な事業】 

・コミュニティ活動の推進 

・シルバー人材センターの充実 

・雇用促進奨励金の交付 

・市民の学習活動への環境整備 

・新たな老人福祉センターの整備 

 

【関連する野田市の計画】 

・野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画（野田市シルバープラン） 
 

【市民等に期待される役割】 

・コミュニティ活動や世代間交流への理解と積極的な参加 

・積極的な高齢者の雇用及び活用 
 

◎高齢者福祉サービスの充実 

高齢者が住み慣れた地域や住まいで生き生きと暮らしていくためには、在宅におけ

る高齢者福祉サービスの充実が重要です。今後、更に独居や高齢者のみの世帯、認知

症高齢者の増加が見込まれる中、利用者のニーズに応じた生活支援サービスの拡充が

必要となります。 

スーパーマーケット等の撤退により、日常生活圏に買物ができる場所がなく、かつ、

移動のための交通手段を持たないために買物弱者となっている市民が増えている状況

を踏まえ、移動販売事業やインターネットを利用できない市民が電話等で宅配や配達、

配食等のサービスを受けられる買物支援サービス事業者の拡充と当該サービスを提供

する買物支援推進店の周知を図ります。 

また、在宅での自立支援をサポートするため、必要な高齢者福祉サービスの展開を

図ります。 
 

【主な事業】 

・介護職員の確保対策の推進 

・高齢者福祉サービスの適切な提供 

・買物弱者対策 

 

【市民等に期待される役割】 

・高齢者福祉サービスへの理解と適切な活用 
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◎介護保険事業の充実 

高齢者が、介護が必要になっても、住み慣れた地域や住まいで尊厳ある自立した生

活を送るためには、将来にわたって安定した介護保険事業の運営が必要です。 

平成 26 年の法改正は、介護保険制度を維持するため、予防給付における通所介護、

訪問介護の市町村事業化等が実施され、介護の社会化を進めることを目的に創設され

た介護保険制度の流れに逆行するものとなっており、現在もこの問題を内包したまま

制度が運用されています。 

野田市では、これまで法制度に従い、介護サービスの適切な提供、地域包括支援セ

ンターの設置運営、認知症施策、介護予防等に取り組み、介護保険制度の円滑な運営

を行ってきましたが、平成 26 年の法改正により、国の保険給付の縮小により市町村

の事業や役割が増加し、市が実施するサービス水準をいかに維持するかが課題となっ

ていることから、引き続き、機会を捉えて、市町村の取組を支援するための情報提供

や支援体制の確立や必要な財源を国の責任で確保することを要望するとともに、サー

ビス水準維持のための弾力的な事業の実施を国に求めていく必要があります。 

これまでの施策に加え、平成 29 年度より「介護予防 10 年の計」として長期的な

視点で一般介護予防事業を刷新し、「シルバーリハビリ体操」「のだまめ学校」「えんが

わ」「市民ボランティアの育成」「介護予防サポート企業」「広報戦略」の六つの戦略を

柱とした事業に積極的に取り組むことで、健康寿命が延伸し、元気な高齢者が増え、

要介護・要支援者の少ないまちづくりを進めていきます。さらに、地域包括ケアシス

テム※1や推進の核となる地域包括支援センターについて、市民に相談窓口として知っ

ていただき、気軽に利用していただこうと、令和３年４月から愛称を「高齢者なんで

も相談室」にするとともに、在宅医療・介護の連携、認知症施策の推進及び高齢者虐

待防止等に対応するための体制強化など、高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮ら

し、安心できる生活を継続できるよう、介護、生活支援、介護予防、権利擁護等に係

る介護保険事業の充実を図ります。 
   
【主な事業】 

・市民への介護情報の提供強化 

・在宅サービスの適切な提供 

・介護サービスの適切な提供 

・介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

・地域包括支援センターの設置及び運営 

・在宅医療、介護連携の推進 

・認知症高齢者に係る施策の推進 

・介護保険制度の円滑な運営 

・野田市虐待防止条例の制定及び虐待防止対策の推進 

 

【関連する野田市の計画】 

・野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画（野田市シルバープラン） 

                                                   
※1 地域包括ケアシステム…介護や支援を必要とする高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、医

療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される仕組み。介護サービス事業者、医療機関、行政だけでなく、

地域住民やボランティア、ＮＰＯ法人など、様々な地域資源を活かしながら、地域全体で高齢者を支えていくことを

目指す。 
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【市民等に期待される役割】 

・介護保険制度への幅広い理解と適切な活用 
 

◎障がい者福祉の充実 

 障がいのある人やその家族を取り巻く環境及び制度の見直し等の社会情勢の著しい

変化に対応しながら、障がいのある人が地域社会の中で、その人らしく安心して生活

が送れるよう障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会の実現や様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、

相互に理解を深めようとコミュニケーションを図り、支え合う「心のバリアフリー」

を目指します。 

障がいのある人が住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域生活支援

拠点事業の推進、障がい者基幹相談支援センターを中心とした相談支援体制の充実・

強化、各種の障がい福祉サービスに係る給付、福祉施設から地域生活への移行や、就

労支援及び障がい児支援といった課題の対応に取り組みます。多様な障がい特性に対

する理解を深めるための取組、差別の解消、虐待の防止、円滑な意思疎通支援に取り

組み、地域共生社会を推進します。 

さらに、障がい児支援に係る給付のほか、医療的ケア児に対して適切な支援が提供

できるよう支援体制づくりを推進します。 
  
【主な事業】 

・障がい者相談支援事業 

・自立生活の支援 

・雇用促進奨励金の交付 

・障がい者職場実習奨励金の支給 

・施設整備・利用の促進  

・障がい特性の理解促進 

・社会参加の促進 

・障がい福祉サービス（介護給付） 

・各種補助・手当の支給 

・社会福祉法人への支援 

・障がい児支援の充実 

・障がい福祉サービス（訓練等給付） 

・野田市虐待防止条例の制定及び虐待防止対策の推進 

 

【関連する野田市の計画】 

・野田市障がい者基本計画 

・野田市障がい福祉計画 

・野田市障がい児福祉計画 

    

【市民等に期待される役割】 

・障がい者の社会参加や自立への理解と協力 

・積極的な障がい者の雇用 
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◎市民生活の安定と自立の促進 

近年、社会経済環境の変化に伴い、生活困窮に至るリスクの高い人々や稼働年齢層

を含む生活保護受給者が増加しており、国民の生活を重層的に支えるセーフティネッ

トの構築が必要とされ、生活困窮者に対する支援を充実することが重要な課題となっ

ています。 

そのため、生活保護に至る前の自立支援の強化を図るため、生活困窮者自立支援法

の趣旨を踏まえ、継続的な相談支援等を実施するとともに、地域における自立・就労

支援等の体制を構築し、全ての市民が生涯にわたり、健康で安定した生活が送れるよ

う、生活困窮者に対する支援の充実を推進します。 

また、生活保護受給者については、関係機関との連携を図りながら、多様な状況に

応じた適切な相談・指導・支援を実施するとともに、稼働能力の程度に応じた就労支

援を促進するなど、世帯の自立を図るよう生活保護の適切な活用を図ります。 
 
【主な事業】 

・生活困窮者の生活安定と自立の促進 

 

【関連する野田市の計画】 

・野田市地域福祉計画 

 

【市民等に期待される役割】 

・生活困窮者の生活安定と自立促進への理解と協力 

 

５）指標・目標値 

◎地域の支え合いによる福祉のまちづくりの推進 

指標 指標の説明 
基準値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（令和１2 年度） 

福祉のまちづく

り講座の開設数 

人材育成の観点から福祉のまちづくり講座

を開設する公民館の数 
０館 10 館 

◎高齢者の生きがいづくり 

指標 指標の説明 
基準値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（令和１2 年度） 

ボランティア養

成講座の開設数 

市民との協働の観点からボランティア養成

講座を開設する公民館の数 
２館 10 館 

◎介護保険事業の充実 

指標 指標の説明 
基準値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（令和１2 年度） 

認知症サポータ

ー養成者数（累

計） 

認知症を理解し、認知症の人とその家族を見

守る認知症サポーターを育成するため、認知

症に対する正しい知識と具体的な対応方法

等を市民に伝える、認知症サポーター養成講

座を開催します。 

1,446 人 4,900 人 
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◎障がい者福祉の充実 

指標 指標の説明 
基準値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（令和１2 年度） 

福祉施設の入所

者の地域生活へ

の移行者数（累

計） 

地域生活への移行を進める観点から、福祉施

設に入所している障がい者について、日中は

生活介護や自立訓練事業等を利用しながら、

グループホーム等に居住する地域生活へ移

行していくことを推進します。 

22 人 73 人 

福祉施設から一

般就労への移行

者数 

障がい者がその能力を十分に発揮し、地域で

自立して生活することができるよう、就労支

援の充実を図ります。 

11 人 36 人 
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●基本方針２ 子どもの健全育成と子育て環境の充実 

１）市民の意見 

No. 市民と委員の意見の方向 反映した施策 

24 子どもの健全育成の推進 ◎子どもの健全育成の推進 

25 子育て環境の充実 
◎安心できる子育て環境の整備 

26 子どもの保育環境の充実 
 

２）基本方針 

ライフスタイルの多様化や女性の社会進出等に伴う未婚化、晩婚化、晩産化が進行

しています。また、景気の先行きが不透明な社会情勢の中で、就業、所得の将来への

不安感、子育てへの負担感等も増大しており、少子化は今後も続くことが予想されま

す。 

そのため、若い世代が、仕事と家庭を両立でき、安心して子どもを産み育てられる

環境づくりが求められていることから、子育て中の親が安心して働くことのできる環

境整備や、保育環境の充実を図ります。また、ひとり親家庭に対する支援の充実や子

どもの健全育成に向けて、地域が一体となって子どもの育成に関わることのできる仕

組みづくりを進めます。 
 

３）施策の体系 

基本方針 施 策 主な事業 

■子どもの健全育

成と子育て環境

の充実 

◎子どもの健全育

成の推進 

・地域における子育て支援サービスの充実 

・子育て支援の充実 

・学童保育サービスの充実 

◎安心できる子育

て環境の整備 

・ひとり親家庭への支援 

・子育て支援の充実 

・多様な保育サービスの充実 

・保育所の耐震補強 

・野田市虐待防止条例の制定及び虐待防止対策の推進 

・学童保育サービスの充実 

・障がい児支援の充実 

・民間賃貸住宅居住支援事業 

◎幼児教育・保育

の推進 

・幼児教育・保育の無償化の影響等を踏まえた教

育・保育の推進 

・待機児童ゼロに向けた多様な保育サービスの充実 

・保育士の確保対策の推進 

・発達支援の役割としての公立幼稚園の活用 
 

４）施策の内容  

◎子どもの健全育成の推進 

子どもたちが遊びを通して自主性や社会性、創造性を身に付ける「学び」の場とし

て、また、保護者同士が安心して気軽に交流や相談ができる場として、さらには、子

基本目標２ 生き生きと健やかに暮らせる都市 
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どもたちの体験活動を市民が支え多世代の交流が図れる場として、子育て支援や地域

交流の拠点となる施設として新しい子ども館（野田市立児童センター）を整備します。

運営については、常に利用者ニーズを把握し、事業検証を行い反映させるなど、市民

主体の運営を目指します。 

また、児童が人との関わりを通じて人間関係の形成や社会性を学び、健全に育つこ

とを目的として、地域支援センターや子育てサロンによるサークル、相談、講習等の

事業や保育所における園児と地域の高齢者とのふれあい事業を継続します。 

なお、放課後における学童保育所の過密化解消や保育の質の向上など運営の充実を

図ります。 
 

【主な事業】 

・地域における子育て支援サービスの充実 

・子育て支援の充実 

・学童保育サービスの充実 

 

【関連する野田市の計画】 

・野田市エンゼルプラン 

・野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン（母子家庭及び父子家庭並びに寡婦自立 

促進計画） 

  

【市民等に期待される役割】 

・子育て支援サービスへの理解と適切な活用 

・地域で担う子育て支援意識の高揚 
 

◎安心できる子育て環境の整備 

少子化や核家族化、女性の社会進出を背景に、子育て支援、保育サービスの効果的

な提供が求められています。 

そのため、平成 27 年度から本格施行された子ども・子育て支援法に基づく子ども・

子育て新制度の下で、量的拡大と質の改善を図り、安心できる子育て環境の実現を目

指します。 

学童保育所や地域子育て拠点事業（支援センター、サロン）等を子ども・子育て新

制度の枠組みを活用しながら充実を図ります。 

「ひとり親家庭支援」については、これまでの母子・父子自立支援員による相談、

求人開拓と就労支援を継続します。また、意識調査の結果から、自立に向け資格取得

を希望する割合が多かったことから、資格取得に係る支援の充実を図ります。また、

ひとり親家庭等に対する家賃等の費用の一部助成、入居の支援等を行い、入居の機会

の確保及び入居後の安定した居住の継続を支援します。 

児童福祉法に規定される子ども家庭総合支援拠点において、18 歳までの全ての子ど

もとその家庭や妊産婦を継続的に支援することで、子育ての孤立化を防ぐとともに、

関係機関相互の円滑な連携・協力を図り、具体的な支援に結び付けるため、機能の充

実を図ります。 

引き続き、あらゆる虐待を防止するための対策を推進します。 
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【主な事業】 

・ひとり親家庭への支援 

・子育て支援の充実 

・多様な保育サービスの充実 

・保育所の耐震補強 

・野田市虐待防止条例の制定及び虐待防止対策の推進 

・学童保育サービスの充実 

・障がい児支援の充実 

・民間賃貸住宅居住支援事業 

 

【関連する野田市の計画】 

・野田市エンゼルプラン 

・野田市男女共同参画計画 

・人権教育・啓発に関する野田市行動計画 

・野田市地域福祉計画 

・野田市児童虐待防止及びドメスティック・バイオレンス総合対策大綱 

・野田市障がい児福祉計画 

・野田市障がい者基本計画 

・野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン（母子家庭及び父子家庭並びに寡婦自立 

促進計画） 

・野田市行政改革大綱 

 

【市民等に期待される役割】 

・多様な保育サービスの活用 
 

◎幼児教育・保育の推進 

未就学児の人口の減少傾向において、幼児教育・保育の無償化により保育需要は増

加し、高止まりしているため、既存保育所の定員の弾力的運用や見直しを講じるとと

もに、民間活力により必要な施設の整備を進めます。 

一方で、幼稚園での教育を希望する共働き家庭もあることなどから、多様な教育・

保育ニーズに対応できるよう、多様な事業形態での教育・保育給付を推進します。 

また、発達の支援を要する子の受入れについては、私立幼稚園への環境整備を推進

するとともに、受皿の役割としての公立幼稚園の活用を実施します。 

 

【主な事業】 

・幼児教育・保育の無償化の影響等を踏まえた教育・保育の推進 

・待機児童ゼロに向けた多様な保育サービスの充実 

・保育士の確保対策の推進 

・発達支援の役割としての公立幼稚園の活用 

 

【関連する野田市の計画】 

・野田市エンゼルプラン 
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５）指標・目標値   

◎子どもの健全育成の推進 

指標 指標の説明 
基準値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（令和１2 年度） 

地域子育て支援

拠点及び子ども

館の利用者数 

子育て支援センター、つどいの広場、子育て

サロンの市内８つの子育て拠点及び子ども

館において相談、情報提供、サークル、講座

等の事業を充実し利用者増加を図ります。 

101,666 人

（69,756人）

※（ ）内は 

子ども館利用者数 

191,700 人 

(159,800 人） 

※（ ）内は 

子ども館利用者数 

◎安心できる子育て環境の整備 

指標 指標の説明 
基準値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（令和１2 年度） 

保育所待機児童

数（入所保留者を

含む。） 

求職中や居住地付近に入所枠がある保育所

を希望しないで入所保留となっている方等

を含めた保育所待機児童の解消を図ります。 

172 人 

（平成 26 年 4 月 1 日現在） 
0 人 

過密学童保育所

（利用者一人当

たりの面積 1.65

㎡以下）の数 

小学校区の単位で過密化している学童保育

所について、新規施設の設置により、過密化

の解消を図ります。 
４か所 0 か所 
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●基本方針３ 健康づくりの推進と地域医療の充実 

１）市民の意見 

No. 市民と委員の意見の方向 反映した施策 

27 高齢者の健康づくりの推進 
◎市民の健康づくりの推進 

28 市民の健康づくりの推進 

29 地域の医療体制の充実 ◎地域医療体制の充実 

30 母子の医療環境の充実 
◎母子保健・医療の充実 

31 母子医療の充実 

32 高齢者の医療環境の充実 ◎高齢者医療の充実 

33 障がい者のための医療の充実 ◎障がい者医療の充実 

２）基本方針 

日本人の平均寿命が延びている一方で、高齢化に伴い、悪性新生物（がん）、脳血管
疾患（脳卒中）、心疾患（心臓病）、糖尿病等の生活習慣病の患者数の増加が懸念され
ており、市民一人一人が生涯にわたって健康づくりに努めることが求められています。 
急速に高齢化が進んでいる中で、市民の健康寿命の延伸を図ることは、市民一人一人

にとって重要な課題となっています。そのため、スポーツや食生活改善等による健康増
進や疾病予防、介護予防等に関する施策に引き続き取り組むことにより、個人の生活の
質の低下を防ぐとともに、社会保障負担の軽減を図ります。また、食事は健康な体づく
りのための重要な要素であることから、特に子どもを含めた若年層の健全な食生活に向
けた取組を進めます。 
少子高齢化の急速な進行、非正規雇用の増加等雇用基盤の変化、医療の高度化等、医

療を取り巻く環境は大きく変化しており、小児医療、障がい者医療、高齢者医療等への
多様なニーズに対応可能な医療体制の充実が求められています。そのため、かかりつけ
医や在宅医療、介護サービスの充実を含めて、住み慣れた場所で自分らしい生活を送る
ことができる環境を整備します。また、各医療機関が救急時に円滑に連携を図ることが
できるように、24 時間体制による 2 次救急医療体制の確保を中核とした救急医療体制
の整備を図ります。 

３）施策の体系   

基本方針 施 策 主な事業 

■健康づくりの推

進と地域医療の

充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎市民の健康づく

りの推進 

・市民への啓発・ＰＲの強化 
・健康・スポーツポイント事業の拡充 
・一般介護予防事業の推進 
・健康教育・健康相談・機能訓練等の充実 
・各種がん検診の実施 
・健康診査・生活習慣改善指導の実施 
・健康づくりフェスティバル事業の推進 
・健康づくり推進計画 21 の推進 
・食育の推進 
・新型インフルエンザ等対策行動計画の推進及び 
見直し 

・感染症予防対策の実施 
・エイズ予防対策の推進 
・食品衛生に対する正しい知識の普及 

基本目標２ 生き生きと健やかに暮らせる都市 
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基本方針 施 策 主な事業 

 

 

 

 

■健康づくりの推

進と地域医療の

実 

 

◎地域医療体制の
充実 

・市民への医療情報の提供強化 
・かかりつけ医の定着と地域医療連携の推進 
・救急医療体制の充実 
・関係機関との連携強化 
・24 時間救急医療体制の維持強化 
・災害医療体制の整備 
・献血事業の推進 

◎母子保健・医療
の充実 

・市民への妊娠・出産・育児に関する情報提供の 
強化 

・妊産婦・新生児相談・訪問指導の充実 
・乳幼児健康診査の充実 
・不妊及び不育症治療費等助成の実施 
・子ども医療費助成制度の拡充 
・救急医療体制の充実 
・子育て支援の充実 

◎高齢者医療の充
実 

・在宅医療、介護連携の推進 

◎障がい者医療の
充実 

・重度障がい者医療費助成の実施 
・妊産婦・新生児相談・訪問指導の充実 
・乳幼児健康診査の充実 
・発達障がいの疑いの児に対する早期診断早期療 
育のための体制の充実 

 

４）施策の内容 

◎市民の健康づくりの推進 

安心して暮らせるまちづくりを実現するためには、市民一人一人が生涯にわたって

健康づくりに努めることが重要です。現代社会では、生活習慣や食生活の変化、ライ

フスタイルの多様化等に伴いがんや糖尿病等の生活習慣病が増加しています。このた

め、各種がん検診、特定健康診査等の受診率の向上を図るとともに、メタボリックシ

ンドローム※1やロコモティブシンドローム※2の予防等の生活習慣や食生活の改善を図

るための各種施策を実施します。 

また、健康・スポーツポイント事業の拡充を中心とした健康づくりやのだまめ学校

などの介護予防に係る施策を推進します。 

令和２年からまん延している新型コロナウイルス感染症に対しても、感染拡大を可

能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び市民経済に及ぼす影響

が最小となるよう対策を講じるとともに、その他の感染症も含め感染症予防対策を実

施します。 

今後も、これらの取組を引き続き推進するとともに、なお一層市民の健康意識の高

揚に努め、更なる健康づくりの支援を行います。 
 
【主な事業】 

・市民への啓発・ＰＲの強化 
・健康・スポーツポイント事業の拡充 
・一般介護予防事業の推進 

                                                   
※1 メタボリックシンドローム…内臓脂肪症候群といい、腹部の周りに脂肪がつく内臓脂肪型肥満に加え、高血糖、高

血圧、脂質異常といった生活習慣病の危険因子を併せ持っている状態のこと。 
※2 ロコモティブシンドローム…運動器症候群といい、骨、関節、筋肉、神経などの運動器の衰えや障がいにより要介

護リスクの高い状態になること。 
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・健康教育・健康相談・機能訓練等の充実 
・各種がん検診の実施 
・健康診査・生活習慣改善指導の実施 
・健康づくりフェスティバル事業の推進 
・健康づくり推進計画 21 の推進 
・食育の推進 
・新型インフルエンザ等対策行動計画の推進及び見直し 
・感染症予防対策の実施 
・エイズ予防対策の推進 
・食品衛生に対する正しい知識の普及 
 

【関連する野田市の計画】 

・野田市健康づくり推進計画 21 

・野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画（野田市シルバープラン） 

・野田市男女共同参画計画 

・野田市国民健康保険特定健康診査等実施計画 

・野田市国民健康保険データヘルス計画 

・野田市エンゼルプラン 

・野田市食育推進計画 

・野田市歯科口腔保健計画 

・野田市新型インフルエンザ等対策行動計画 
 

【市民等に期待される役割】 

・健康づくりに対する意識の高揚 

・疾病予防や健康づくりへの努力 

・各種サービスの活用 

・感染症予防や公衆衛生に関する正しい理解 
 

◎地域医療体制の充実 

全ての市民が安心して暮らせるまちづくりを実現するためには、多様化し増加する

医療需要に対処できるよう、市民に身近で安心できる医療体制の充実に努める必要が

あります。 

そのため、医療機関の役割分担と連携の強化を図り、かかりつけ医※1の定着（身近

にかかりつけ医を持つこと）やかかりつけ医からの紹介で２次医療※2を担う市内の病

院が患者を受け入れる体制の確保、３次医療※3を担う病院との連携等、地域医療連携

の推進を図り、地域医療体制の充実に努めます。 

また、これまで、夜間や、休日の急な病気やケガにも対応できるよう、24 時間体制

による２次救急医療体制の確保を中核とした救急医療体制の整備を図ってきましたが、

今後も体制の維持強化を図ります。 

さらに、将来起こり得る新たな感染症のまん延を含む大規模災害から市民の生命と

健康を守るため、関係機関と連携して災害医療体制を整備します。 

                                                   
※1 かかりつけ医…身近な地域で日常的な医療を受けたり、健康の相談等ができ、病状に応じて適切な医療機関を紹介

するなどの役割を担う医師 
※2 ２次医療…入院治療を必要とする重症患者の医療を担当する医療機関。地域の中核的病院、専門性のある外来や一

般的な入院医療を行う病院 
※3 ３次医療…２次医療機関で対応できない重篤な患者に対応する医療機関。高度医療や先端医療を提供する病院 
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【主な事業】 

・市民への医療情報の提供強化 

・かかりつけ医の定着と地域医療連携の推進 

・救急医療体制の充実 

・関係機関との連携強化 

・24 時間救急医療体制の維持強化 

・災害医療体制の整備 

・献血事業の推進 

 

【関連する野田市の計画】 

・野田市健康づくり推進計画 21 

・野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画（野田市シルバープラン） 

・野田市歯科口腔保健計画 

・野田市エンゼルプラン 

 

【市民等に期待される役割】 

・地域医療体制や救急医療体制の在り方についての理解 

◎母子保健・医療の充実 

子どもの健康の保持・増進を図るため、関係機関との連携や妊産婦・新生児相談・

訪問指導や各種健康診査の充実を図っています。また、子どもの急病に対応するため、

24 時間救急医療体制による小児科診療を行っています。さらに、子どもを望む夫婦へ

の不妊及び不育症の治療等費用を助成することによって、妊娠及び出産を経済的にも

支援します。 

子どもの保健対策の充実と保護者の経済的負担の軽減を図るため、中学校 3 年生ま

での子どもの通院、調剤及び入院に係る保険診療の一部又は全部を助成するもので、

令和４年８月診療分から、小学校６年生までの自己負担金を無料とし、制度の拡充を

図っています。 

子ども医療費助成の対象年齢や無料化の拡大については、野田市の将来を担う子ど

もたちや、その保護者から実施が望まれていることから、今後も拡充を図ります。 

今後も、これらの取組を引き続き推進するとともに、更なる子どもの健康の保持・

増進に努め、母子保健・医療の充実を図ります。 
 

【主な事業】 

・市民への妊娠・出産・育児に関する情報提供の強化 

・妊産婦・新生児相談・訪問指導の充実 

・乳幼児健康診査の充実 

・不妊及び不育症治療費等助成の実施 

・子ども医療費助成制度の拡充 

・救急医療体制の充実 

・子育て支援の充実 
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【関連する野田市の計画】 

・野田市男女共同参画計画 

・野田市エンゼルプラン 

・野田市健康づくり推進計画 21 

・野田市食育推進計画 

・野田市歯科口腔保健計画 

・野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画（野田市シルバープラン） 

 

【市民等に期待される役割】 

・訪問指導や健康診査の適切な活用 
・医療費助成の活用 

 

◎高齢者医療の充実 

介護保険法の改正により在宅医療・介護連携推進事業が創設され、医療と介護の両

方を必要とする状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで

続けることができるように、住民に身近な市町村が中心となって、国と都道府県の支

援の下、地域の医師会と連携しつつ在宅医療・介護連携の推進に取り組むこととされ

ました。 

そのため、医師会や介護事業者等と連携して 24 時間在宅診療・介護提供体制を構

築し、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることがで

きるような在宅医療・介護連携推進事業を推進し、高齢者医療の充実を図ります。 

 
 

【主な事業】 

・在宅医療、介護連携の推進 

 

 【関連する野田市の計画】 

  ・野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画（野田市シルバープラン） 

 

【市民等に期待される役割】 

・各種サービスの活用 
 

◎障がい者医療の充実 

障がいの原因となる疾病等の予防や早期発見のため、妊産婦・新生児訪問指導、各

種健康診査等の保健施策を推進するとともに、障がい者の疾病や負傷に係る医療費負

担の軽減を図ります。また、発達障がいの疑いのある児の診断を早期に行えるよう、

市内の医療機関と連携を図り、早期診断体制を構築します。 

さらに、早期療育につなげられるよう相談支援体制の充実を図ります。 
 

【主な事業】 

・重度障がい者医療費助成の実施 
・妊産婦・新生児相談・訪問指導の充実 
・乳幼児健康診査の充実 
・発達障がいの疑いの児に対する早期診断早期療育のための体制の充実 
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【関連する野田市の計画】 

・野田市エンゼルプラン 

・野田市男女共同参画計画 

・野田市歯科口腔保健計画 

  

【市民等に期待される役割】 

・医療費助成の活用 
 

５）指標・目標値 

◎市民の健康づくりの推進 

指標 指標の説明 
基準値 

（平成 25 年度） 
目標値 

（令和１2 年度） 
がん検診受診率 
・胃がん 
 
・肺がん 
 
・子宮がん 
 
・乳がん 
 
・大腸がん 

がん検診の対象者のうち、実際に受診した者
の割合 

 
19.8％ 

 
29.8％ 

 
32.0％ 

 
38.4％ 

 
37.1％ 

 
46% 

 
52％ 

 
59％ 

 
60％ 

 
57％ 

 

◎母子保健・医療の充実、障がい者医療の充実 

指標 指標の説明 
基準値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（令和１2 年度） 

乳児家庭訪問の

実施率 

生後２か月児に対して実施している家庭訪

問の実施率 
92.4％ 100％ 

乳幼児健康診査

の受診率 
 
・１歳６か月児 
 
・３歳児 

１歳６か月児、３歳児健康診査を受診した者

の割合 

 

 

96.7％ 
 

89.8％ 

 

 

100％ 
 

100％ 

  


